
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二

十
四
号
）
（
教
委
・
総
務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

教
員
等
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
対
処
す
る
た
め
、 

職
員
の
定
数
を
改
定
す
る
も
の
で
あ
る
。 

二 

内
容 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員 

 
 

七
百
三
十
三
人 

→
 

七
百
三
十
八
人
（
＋
五
人
） 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 
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